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議題３ 

令和８年度における国民健康保険税の制度改正について 
 

１ 趣旨 

令和７年１２月２６日付けで「令和８年度税制改正大綱」が定められ、その中に、国保

税における負担の公平性を図るため、「軽減措置の拡充」と「課税限度額の引上げ」が盛り

込まれました。直近では、令和７年度にも「軽減措置の拡充」と「課税限度額の引上げ」

の改正がありました。 

今後、「軽減措置の拡充」と「課税限度額の引上げ」は、令和８年 3月までに、国により

地方税法施行令が改正される見込みです。安城市としても、国が定める法定どおりの改正

を行う予定です。 

また、令和８年度から新たに創設される「子ども・子育て支援金制度」についても、改

正を行います。 

 

２ 軽減措置の拡充について 

  軽減措置とは、所得に応じて、国保税の均等割（１人当たり課税）及び平等割（１世帯

当たり課税）を一定割合（７割・５割・２割）軽減する制度のことです（低所得者対策）。 

 

・軽減措置の改正案 

軽減種別 改正 軽減基準（世帯主及び国保加入者の合計所得） 

７割軽減 改正なし ４３万円＋１０万円×（給与所得者等※の数－１）以下 

５割軽減 

改正前 
４３万円＋３０．５万円×（国保加入者数）＋ 

１０万円×（給与所得者等の数－１） 

改正後 
４３万円＋３１万円×（国保加入者数）＋ 

１０万円×（給与所得者等の数－１） 

２割軽減 

改正前 
４３万円＋５６万円×（国保加入者数）＋ 

１０万円×（給与所得者等の数－１） 

改正後 
４３万円＋５７万円×（国保加入者数）＋ 

１０万円×（給与所得者等の数－１） 

  ※給与所得者等：一定の給与所得者（給与収入５５万円超）及び公的年金等の支給 

（６０万円超（６５歳未満）又は１１０万円超（６５歳以上））を受ける者 

 

３ 課税限度額の引上げについて 

課税限度額とは、１世帯（納税義務者）に課税される限度の金額（年間）のことです。 

 

・課税限度額の改正案 

区分 限度額引上げ前 限度額引上げ後 増加額 

医療分 ６６万円 ６７万円 １万円 

後期分 2６万円 ２６万円 変更なし 

介護分 １７万円 １７万円 変更なし 

合計 １０９万円 １１０万円 １万円 

 

※加えて、子ども・子育て支援納付金課税額に係る課税限度額は３万円。 
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